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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
七
年
一
月
二
八
日
(
木
)
午
後
一
時
半

i
五
時

「
現
代
法
理
解
と
法
人
類
学
」

都
立
大
学
教
授

千
葉
正
土
氏

出

席

者

二

O
名

千
葉
教
授
は
、
詳
細
な
ピ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
を
配
布
さ
れ
た
う
え
で
、
講
演

を
展
開
さ
れ
た
。
以
下
は
、
教
授
ご
自
身
が
作
成
さ
れ
た
講
演
要
旨
で
あ
る
。

講
演
後
、
法
人
類
学
に
お
け
る
西
欧
法
の
概
念
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
論
点

を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

現
代
法
と
法
人
類
学
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
用
法
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
「
現
代
世
界
の
法
」
お
よ
び
「
文
化
と
し
て
の
法
の
研
究
」
と

広
く
理
解
し
て
お
き
た
い
。

法
人
類
学
と
い
わ
れ
る
研
究
分
野
は
、
六

0
年
代
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
人
類
学

者
に
よ
る
未
開
法
の
研
究
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
l
、
ホ

l
ベ
ル
、
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
な
ど
の
業
績
が
、
こ
れ
を
代
表
す
る
。
そ
の
中
で
最

も
主
要
な
テ
l
マ
と
な
っ
た
の
は
紛
争
処
理
手
段
だ
っ
た
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
政
治
学
者
や
法
学
者
の
関
心
を
ひ
き
、
法
人
類
学
が
西
欧
の
社
会
科
学
に
登

報
告
者

場
し
た
。
そ
し
て
七

0
年
代
に
は
、
問
題
は
未
開
社
会
と
い
う
よ
り
第
三
世
界

の
現
代
的
課
題
に
発
展
し
、
法
に
お
け
る
西
欧
文
化
と
非
西
欧
文
化
と
の
関
係

が
基
本
的
な
主
題
と
な
っ
て
き
た
。

紛
争
お
よ
び
紛
争
処
理
手
段
は
、
引
続
き
大
き
な
関
心
を
ひ
い
た
。
未
開
社

会
か
ら
の
報
告
も
豊
富
と
な
っ
た
が
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
ガ
リ
ヴ
ァ

l
、

エ
l
ベ
ル
、
ロ
パ
!
ツ
ら
の
よ
う
な
理
論
化
の
志
向
が
出
て
き
た
こ
と
、
西
欧

社
会
に
つ
い
て
も
公
式
の
裁
判
制
度
以
外
の
非
公
式
の
紛
争
処
理
手
段
が
注
目

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
マ
ル
キ
ス
ト
学
者
の
発
言
も
目
立
つ
こ
と
、
な
ど

で
あ
る
。

い
わ
ば
開
発
法
研
究
と
で
も
言
っ
て
よ
い
動
向
が
、
善
意
の
法
学
者
の
発
想

に
よ
り
途
上
国
の
開
発
法
の
た
め
に
一
し
き
り
さ
か
ん
と
な
っ
た
が
、
そ
の
視

点
は
西
欧
法
の
観
念
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
限
界
が
あ
り
、
ご
く

最
近
に
は
「
第
三
世
界
法
学
」
の
独
自
性
を
唱
え
る
傾
向
に
移
っ
て
い
る
。

心
あ
る
学
者
は
、
こ
れ
を
法
の
問
題
よ
り
も
文
化
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、

法
文
化
の
問
題
性
と
概
念
が
定
着
す
る
に
い
た
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
や

a

フ
ラ

ッ
ク
の
仕
事
が
、
こ
の
方
向
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。

多
元
的
法
体
制
(
リ
i
ガ
ル
・
プ
ル
ア
ラ
リ
ズ
ム
)
の
概
念
は
、
第
三
世
界

諸
国
に
お
け
る
実
定
法
制
度
と
固
有
文
化
と
の
相
関
・
相
殖
を
前
提
と
し
て
う

ま
れ
た
。
フ
l
ヵ
ー
ら
の
仕
事
は
こ
れ
を
国
家
法
の
側
か
ら
見
る
も
の
、
そ
し

て
新
し
い
国
際
人
類
学
会
(
正
確
に
は
国
際
人
類
学
民
族
学
連
合
所
属
フ
ォ
ー

ク
ロ
l
・
非
公
式
法
協
議
会
)
は
文
化
と
密
着
し
た
フ
ォ
ー
ク

?
iの
側
か
ら

追
う
も
の
と
、
言
え
よ
う
。

未
開
社
会
の
紛
争
処
理
手
段
と
多
元
的
法
体
制
の
問
題
は
、
現
代
西
欧
社
会
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報

に
お
い
て
も
そ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
求
め
る
関
心
を
誘
っ
た
。
最
近
の
オ
ー

ル
タ
1

ナ
テ
ィ
ヴ
の
議
論
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

法
人
類
学
の
概
念
を
最
広
義
に
解
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
方
向
に
研
究
が

進
展
し
て
き
た
。
こ
の
方
向
は

AZ佼
当
分
の
間
継
続
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に

と
も
な
う
理
論
的
・
方
法
論
的
問
題
が
展
開
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ

る
。
法
学
の
西
欧
文
化
性
、
法
の
本
来
的
限
界
、
紛
争
と
秩
序
の
互
換
性
な
ど

の
問
題
意
識
に
、
そ
れ
が
ほ
の
み
え
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
日
本
人
の
法
意
識
や
、
ア
ジ
ア
諸
法
の
特
質
特
に
宗
教
思
想
と
の
関
係
な

ど
の
問
題
を
、
文
化
理
論
た
と
え
ば
記
号
諭
な
ど
を
応
用
し
て
解
明
を
試
み
る

こ
と
が
課
題
と
さ
れ
よ
う
。
同
時
に
、
法
人
類
学
と
き
ロ
う
に
た
り
る
特
殊
の
対

象
と
方
法
を
確
定
で
き
る
か
、
そ
れ
が
困
難
だ
と
す
る
と
ど
う
い
う
科
学
に
発

展
し
て
ゆ
く
か
な
ど
の
問
題
も
、
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

雑

O
昭
和
五
七
年
二
月
一
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
五
時

「
憲
法
学
史
上
の
附
人
1

1
上
杉
慣
吉
l
|
i
」

報
告
者

東
京
大
学
教
授

長
尾
龍
一
氏

出

席

者

二

八

名

報
告
者
の
長
尾
龍
一
教
授
は
、
最
近
、
『
日
本
法
思
想
史
研
究
』
(
創
文
社
、

一
九
八
一
年
)
を
公
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
上
杉
恨

古
伝
」
は
、
第
二
次
大
戦
前
の
憲
法
学
上
の
一
大
論
争
で
あ
っ
た
「
天
皇
機
関

説
論
争
」
の
一
方
の
膝
頭
上
杉
慌
吉
の
学
説
形
成
を
、
生
い
立
ち
、
留
学
体

験
、
日
本
の
政
治
状
況
と
の
か
か
わ
り
で
、
突
証
的
に
解
明
し
た
力
作
で
あ

る
。
本
講
演
で
は
、
そ
の
内
容
を
敷
街
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
思
想
史
、
憲
法

学
説
上
に
お
け
る
上
杉
恨
吉
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
討
論
で
は
、
上
杉
が

留
学
に
よ
っ
て
ラ
i
パ
ン
ト
流
の
法
実
証
主
義
か
ら
国
体
論
へ
変
っ
た
理
由
、

彼
が
留
学
し
た
一
九

O
六
年
か
ら
一
九

O
九
年
頃
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
や
ベ
ル

リ
ン
の
思
想
状
況
、
日
本
の
思
想
家
が
留
学
中
「
回
心
」
す
る
こ
と
の
意
味
な

ど
に
つ
い
て
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。
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O
昭
和
五
七
年
二
月
一
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
自
己
決
定
の
法
理
」

報
告
者

横
浜
国
大
教
授

山
田
卓
生
氏

出

席

者

二

八

名

自
己
の
み
に
関
連
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
他
人
か
ら
の
干
渉
を
受
け
ず
自
分

で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
自
己
決
定
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由

の
基
本
に
あ
る
。

J
・
s・
ミ
ル
は
「
自
由
論
」
(
一
八
五
九
年
)
の
な
か
で
こ

の
こ
と
を
明
確
に
の
べ
て
い
る
し
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
ご
人
に
し
て

お
い
て
も
ら
う
権
利
」
(
ユ

m
z
g
Z
E
巳

80)
も
、
そ
の
古
典
的
表
現

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
国
家
機
能
の
拡
大
と
と
も
に
、
個
人
に
判
断
を
ま
か
せ
ず
、
パ
タ

l
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
が
ふ
え
て
く
る
。
「
成
熟
し
た
判
断
能
力
」
(
ミ
ル
)

を
備
え
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
保
護
の
た
め
の
干
渉
が
必
要
で
あ
る
が
、

十
分
な
判
断
能
力
あ
る
者
に
つ
い
て
も
、
直
接
間
接
の
干
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。

近
時
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
プ
ヲ
イ
グ
ア
シ
l
の
権
利
を
根
拠
に
し
て
、



法学会記事

私
事
に
お
け
る
自
己
決
定
権
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
も
同
様
の
問

題
か
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

他
人
に
関
連
し
な
い
私
事
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
そ
れ

で
も
他
人
に
害
悪
を
与
え
な
い
私
事
は
数
多
く
あ
る
。
服
装
、
髪
形
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、
結
婚
、
同
棲
、
離
婚
と
い
っ
た
人
間
関
係
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
、
シ

ー
ト
ベ
ル
ト
の
強
制
、
危
険
な
ス
ポ
ー
ツ
等
に
お
い
て
も
、
自
己
決
定
の
尊
重

が
問
題
に
な
る
。
さ
ら
に
、
生
む
か
生
ま
ぬ
か
、
治
療
を
う
け
る
か
否
か
、
死

を
選
ぶ
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な

る
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
問
題
の
特
殊
性
を
考

慮
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
決
定
権
が
問
題
に

な
る
。プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
の
主
張
に
は
、
自
己
表
現
、
威
厳
、
責
任
あ
る
生
き
方
な

ど
の
個
人
主
義
的
な
考
え
方
が
あ
る
が
、
奇
を
て
ら
う
も
の
と
か
、
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
干
渉
の
論
理
は
、
本
人
自
身
で

は
ベ
ス
ト
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
判
断
で
き
な
い
と
い
っ
た
保
護
者
的
な
考
え
方

か
ら
、
文
字
通
り
の
お
せ
っ
か
い
的
な
考
え
方
も
あ
る
。
法
律
上
こ
う
し
た
自

己
決
定
権
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
か
が
問
題
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
盛

ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
権
、
幸
福
追
求
権
、
さ

ら
に
は
表
現
の
自
由
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
種
々
の
問
題

に
つ
い
て
、
自
己
決
定
権
を
よ
り
自
覚
し
た
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
そ
の
法
理
の
基
礎
づ
け
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
参
照
、
山
田
・
私
事
と
自
己
決
定
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
九
年
凶

月
号

1
一
九
八

O
年

一

一

月

号

。

(

山

田

卓

生

〉

O
昭
和
五
七
年
三
月
一
八
日
(
木
〉
午
後
二
時
五
時

「
日
米
経
済
摩
擦
の
政
治
学
的
分
析
」

報
告
者

イ
エ

I
ル
大
学
準
教
授

佐
藤
英
夫
氏

出

席

者

二

七

名

佐
藤
英
夫
氏
は
、

I
C
U卒
業
後
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
博

士
号
を
得
た
あ
と
、
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ズ
研
究
所
を
経
て
、
現
在
は
イ
エ
l
ル
大

学
で
教
育
・
研
究
に
あ
た
っ
て
い
る
、
気
鋭
の
国
際
政
治
学
者
・
比
較
政
治
学

者
で
あ
る
。
講
演
要
旨
は
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

貿
易
関
係
の
慈
化
が
日
米
関
孫
一
般
に
及
ぼ
す
悪
影
響
と
し
て
は
、
=
一
点
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
さ
さ
い
な
問
題
が
他
の
よ
り
重
要
な
問
題

に
同
時
的
に
影
響
す
る
ス
ピ
ル
・
オ
i
ヴ
ァ
l
・
イ
フ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。
そ
の
一

例
は
、
沖
縄
返
還
交
渉
に
対
す
る
繊
維
問
題
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
第
二

に
、
政
策
担
当
者
が
さ
さ
い
な
問
題
に
と
ら
わ
れ
て
よ
り
重
要
な
問
題
に
取
り

組
め
な
く
な
る
オ

l
ヴ
ァ

l
ロ
l
ド
・
イ
ア
ェ
ク
ト
が
あ
る
。
第
三
に
、
後
続

す
る
問
題
の
解
決
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
ア
フ
タ
ー
・
イ
フ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。

現
在
の
日
米
経
済
摩
擦
は
、
そ
れ
ら
の
悪
影
響
を
持
ち
う
る
点
に
お
い
て
無

視
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

第
一
に
、
日
米
貿
易
関
係
が
質
・
量
と
も
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
を

背
景
と
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
、
貿
易
の
絶
対
量
、
貿
易
収
支
、
輸
出
入
物

資
の
構
成
の
す
べ
て
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
日
米
経
済
政
策
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。
巨
大
な
園
内
市
場
を

持
つ
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
府
が
積
極
的
な
輸
出
政
策
を
持
つ
こ
と
が
な
く
、
輸

北法33(1・285)285



報

入
に
対
し
て
も
個
別
問
題
に
受
動
的
に
対
応
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し

て
、
自
然
資
源
が
乏
し
い
日
本
で
は
、
政
府
が
輸
出
を
振
興
し
、
輸
入
に
対
し

て
は
外
貨
割
当
を
テ
コ
と
す
る
制
限
を
行
っ
て
き
た
。

第
三
に
、
日
米
聞
に
特
有
の
親
分
・
子
分
的
心
理
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア

メ
リ
カ
は
、
日
本
が
追
い
つ
い
た
こ
と
を
正
当
な
努
力
の
結
果
と
し
て
理
解
し

な
い
し
、
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
窮
状
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

旬、、。

φ
ト

L
T
B
V第

四
に
、
経
済
成
長
率
、
生
産
性
、
貯
蓄
率
な
ど
の
伸
び
方
に
お
い
て
、
日

本
が
相
対
的
に
優
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
竺
戒
心
を
持

っ
て
い
る
。

雑

第
五
に
、
日
米
関
係
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
変
化
し
た
。
冷
戦
状
況
で

は
、
ア
メ
リ
カ
は
、
同
盟
関
係
維
持
の
た
め
外
交
と
経
済
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
ア

メ
リ
カ
市
場
の
開
放
と
他
国
の
保
護
主
義
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
関
係
を
容

認
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
在
で
は
、
外
交
政
策
の
観
点
か
ら
国
内
の
圧
力

を
抑
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
占
領
時
代
か
ら
ダ
レ
ス
外
交
を
経

て
、
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
ン
ド
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
至
る
繊
維
問
題
の
取
り
扱
い

の
変
化
は
、
こ
の
点
を
例
証
し
て
い
る
。

繊
維
の
よ
う
な
さ
さ
い
な
問
題
が
、
長
官
・
大
臣
を
交
渉
担
当
者
と
し
、
大

統
領
・
首
相
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
対
敵
貿
易
法
の
適
用
す
ら
議
論
さ
れ
る

大
問
題
と
し
て
、
交
渉
に
二
年
半
を
要
す
る
事
態
に
発
展
し
た
の
は
な
ぜ
か
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
官
僚
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
政
策
決
定
過

程
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
鉄
鋼
や
自
動
車
を
め
ぐ
る

最
近
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
佐
藤
氏
は
、
こ
こ
で
、

繊
維
、
鉄
鋼
、
自
動
車
の
ケ
l
ス
を
、
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
。
内
容
に
つ
い
て

は
、
ァ
ス
ラ
l

・
他
『
日
米
繊
維
紛
争
』
日
本
経
済
新
聞
社
(
一
九
八
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〉
と
、

ロ
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ω
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S
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w
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を
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よ
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最
も
危
険
な
の
は
、

統
合
的
視
点
を
欠
く
状
況
で
、
異
る
利
害
関
係
を
持
つ
多
数
の
者
が
政
策
決
定

過
程
に
影
響
を
与
え
、
政
策
が
非
合
理
的
決
定
の
重
複
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
も

の
に
な
る
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

現
在
の
ア
メ
リ
カ
は
、
新
自
由
貿
易
主
義
を
掲
げ
て
、
同
盟
国
に
対
し
て
は

市
場
開
放
を
要
求
し
な
が
ら
、
同
盟
国
か
ら
の
輸
入
に
対
し
て
は
公
正
な
貿
易

を
唱
え
て
、
保
護
主
義
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
園
内
圧
力
へ
の
対
応
を
決
め
て
か

ら
相
手
国
に
要
求
を
突
き
つ
け
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
相

手
国
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
反
応
す
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
危
険
な
事

態
に
な
ろ
う
。

日
本
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
国
内
事
情
を
理
解
す

る
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
、
よ
り
整
合
的
、
積
極
的
で
、
視
野
の
広
い
外
交
政

策
を
形
成
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
議
に
臨
む
必
要
が
あ
る
。
政
策
の
選
択
は
、

相
互
の
違
い
の
確
認
の
う
え
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
交
渉
の
過
程
で
は
、

あ
い
ま
い
な
態
度
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
は
じ
め

か
ら
認
め
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
印
象
を
悪
用
さ
れ
る
危
険
が
あ

る
。
そ
の
反
聞
で
、
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
圧
力
と
し
て
国
内
に
伝
え
、
ナ
シ
ヨ

ナ
リ
マ
ハ
テ
ィ
ッ
ク
な
反
応
を
か
き
立
て
る
方
向
で
利
用
す
る
こ
と
も
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
科
学
者
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
し
か
し
具
体
的
政
策

に
と
っ
て
レ
レ
ヴ
ア
ソ
ト
な
研
究
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
形
成
過
程
の
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改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。

日
米
賢
人
会
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
経
験
を
も
踏
ま
え
た
以
上
の
報
告
に
続

い
て
、
官
僚
モ
デ
ル
の
有
効
性
、
危
機
、
ス
ピ
ル
・
ォ

i
ヴ
ァ

1

・
ィ
プ
ェ
ク

ト
、
そ
の
他
の
概
念
の
問
題
、
処
方
と
し
て
の
提
案
の
有
効
性
、
経
済
的
イ
ッ

シ
ュ
!
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
の
か
ら
み
合
ぃ
、
日
米
関
係
が
敵
対
関
係
に

転
化
す
る
可
能
性
、
そ
の
他
、
多
様
な
論
点
を
め
ぐ
る
活
発
な
、
し
か
も
緊
張

に
み
ち
た
討
論
が
行
わ
れ
た
。
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